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肝炎インターフェロン治療費の助成と
肝炎無料検査が始まります

⃝肝炎インターフェロン治療費の助成
①　事業の目的
　�Ｂ型ウイルス性肝炎及びＣ型ウイルス性肝炎
のインターフェロン治療に係る医療費を助成
することにより、患者の医療機関受診を促し、
将来の肝硬変・肝がんの予防及び肝炎ウイル
スの感染防止につとめ、県民の健康の保持・
増進を図ることを目的とします。

②　実施期間
　�平成 20 年４月～平成 27 年３月末日
　（７年間の予定）
③　助成期間
　�原則として同一患者につき１カ年を限度
④　医療費助成の対象となる医療
　�Ｂ型肝炎ウイルス及びＣ型肝炎ウイルスの除
去・根治を目的として行うインターフェロン
治療で保険適用となっているもの

⑤　助成対象者の認定
　�協定医療機関の診断書等をもとに、県肝炎治
療認定審査会の審査を経て認定されます。

⑥　患者自己負担限度額
　�認定患者世帯の所得に応じて　１万円、３万
円、５万円

　�（自己負担額を超えた分については公費で負担
します。）

⑦　申請について
　�　申請に必要な書類は、市町村窓口、県内各
保健所、県ホームページで入手できます。

⃝肝炎ウイルス無料検査
①　対象者
　希望者。ただし、以下のア、イを除きます
　　ア　過去に肝炎ウイルス検査を受けた者
　　イ�　医療保険各法等で検査を受ける機会が

ある者
②　実施機関
　平成 20 年４月～平成 21 年３月 31 日（１年間）
③　実施医療機関
　�指定医療機関（鹿児島市内の医療機関を除き
ます）

④　その他
　�県内各保健所でも、肝炎ウイルス無料検査を
実施しています。

※�詳しいことは、最寄りの保健所か県庁健康増
進課へお問い合わせください。
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納めすぎた保険料を
お返しします。

本庁住民税務課
支所住民生活課

鹿屋社会保険事務所

電話	0994-22-3042
電話	0994-25-2511
電話	0994-42-5121
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　鹿児島県では、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスの除去を目的としたインターフェロン治療を受けられ
る方を対象とした医療費の助成と、一般の方を対象に肝炎ウイルス無料検査を実施します。


